
給⽥⼀丁⽬第⼀⽣命グラウンド野球場の活⽤にかかる第⼀⽣命、⽇本⼥⼦体育⼤学との協議状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 ⽇本⼥⼦体育⼤学 世田谷区 

利⽤⽬的 部活動など⼤学活動の場 区⺠のスポーツ活動の場 

利⽤希望競技種⽬ 野球、ソフトボール、サッカー、ラクロス 
等 

野球、少年野球、ソフトボール、サッカー、 
少年サッカー、フットサル、ラクロス 等 

利⽤希望時間帯 平⽇（夜間） 
土・⽇・祝⽇（午前、午後、夜間） 

平⽇（午前、午後、夜間） 
土・⽇・祝⽇（午前、午後、夜間） 

令和２年度（2020 年度） 
 

令和３年度（2021 年度） 
 

令和４年度（2022 年度） 
 

  

 

 締結時期 世田谷区 ⽇本⼥⼦体育⼤学 第一生命 

野球場の活⽤にかかる 
覚書 【Ａ】 

令和２年度内 
※調整中 

・野球場の活⽤にあたっての基本的な事項、協議内容 
・野球場を契機とした三者連携に関すること ほか 

野球場使⽤に関する 
協定 【Ｂ】 

野球場 
使⽤開始前 

・野球場の使⽤に関する基本的な事項 
・区・⽇本⼥⼦体育⼤学双⽅の役割分担 ほか  

野球場使⽤に関する 
賃貸借契約【Ｃ】 毎年（４⽉） 

・当該年度の利⽤枠の決定 
・利⽤枠に基づく賃借料 
・当該年度の保守・維持管理経費の確認 ほか 

 

〇 野球場については、第一生命と⽇本⼥⼦体育⼤学が賃貸借契約を締結する。 
 

〇 区は⽇本⼥⼦体育⼤学と賃貸借契約を締結し、利⽤枠に応じた賃借料を⽇本⼥

⼦体育⼤学に支払う。 
 

〇 施設の利⽤に必要な改修⼯事については、第一生命が開発⾏為の中で⾏う。 
 

〇 施設の利⽤⽇時や利⽤枠については、区と⽇本⼥⼦体育⼤学で協議し決定する。 
 ・利⽤希望時間帯が重なる平⽇夜間・土⽇祝⽇については、双⽅５０％ずつ利⽤すること

を基本とし、夏休み等の時季や使⽤実績に基づき協議していく。 

 ・平⽇昼間については区⺠利⽤枠としての開放を基本とし、区⺠・⽇本⼥⼦体育⼤学いず
れも利⽤しない枠は双⽅で経費を５０％ずつ負担する。 

 
〇 利⽤開始後の維持管理については、区と⽇本⼥⼦体育⼤学で協議し⾏う。 

 ・区⺠利⽤にかかる業務（受付など）については区が負担する。 

活用にあたっての基本事項及び協議事項 

野球場の利用目的 

覚書・協定・賃貸借契約 

三
者
間
で
の
文
書
に
よ
る
確
認
と
し
て
覚
書
を
締
結
。 

今後のスケジュール（想定） 

⽇
本
⼥
⼦
体
育
大
学
と
の
二
者
間
で
協
定
・
契
約
を
締
結
。 

第一生命グラウンド野球場 活用スキーム（案） 

資料 １ 

                  
賃借料・維持管理経費等  約２２，０００千円（年間） 
 
※年間の利⽤枠のうち、約５０％を区が利⽤する場合。実際に使⽤する枠数によ

り増減する。 

概算経費（想定） 

●三者覚書【Ａ】の締結 

第一生命グラウンド開発⾏為 野球場改修⼯事 

●⽇本⼥⼦体育⼤学と 
協定【Ｂ】の締結 

●⽇本⼥⼦体育⼤学と 
契約【Ｃ】の締結 

野球場の使⽤開始 ※時期未定 

利⽤にかかる協議 ●⽇本⼥⼦体育⼤学と 
契約【Ｃ】の締結 

●政策会議 



 

給田一丁目第一生命グラウンド 案内図 
    
 

■住所  世田谷区給田一丁目１番地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ※ 民間事業者が整備する「ファミリー向け分譲マンション」「学生向け住宅」「サービス付高齢者向け住宅」は、令和４年度以降に完成する予定。 

野球場 

≪賃貸借該当部分≫ 

第一生命グラウンド 

区立烏山小学校 

区立上祖師谷中学校 

ファミリー向け分譲マンション 

（民間事業者） 

学生向け住宅 

（民間事業者） サービス付高齢者向け住宅 

（民間事業者） 

敷地北側 

第一生命専用エリア 

敷地南側 

再開発・一般開放エリア 

広場 

公園 

光風亭 

蒼梧記念館 


